
意見募集期間　令和５年１１月２０日（月）～令和５年１２月２０日（水）

意見提出数　   １件（個人０件　団体１件）

※御意見は原文のとおりとしています。

№ 寄せられた御意見 市の考え方

「第４次旭川市配偶者等からの暴力防止及び被害者支援に関する基本計画（案）」に寄せられた御意見と旭川市の考え方

　旭川市の今般の基本計画（案）につきまして、官民が連携して、よりよい施策となることを期待しております。

　２６年間にわたり、DV被害者の相談と支援に取り組んできたウィメンズネット旭川として、以下に基本計画への

意見を述べさせていただきます。

第4章　施策の展開　基本目標１　DV防止に向けた啓発の推進　について

基本施策１　DVに関する知識の普及

　主な取組として、リーフレットやHPなどによる啓発は大事ですが、読むだけではなかなか浸透せず、できれば、

市役所、医療関係者、学校関係者、警察関係者、福祉関係者、民生児童委員など、DV被害者に対する機会のある全

機関に従事する方を対象に、DVに関する基本的な講義を受講することが望ましいと思います。例えば、高校等へ出

向いて行う出前講座などの形もよいかと思います。DVに対する理解と知識があるかないかで、被害を受けた人たち

の対応が大きく異なることを実感しています。知識がないために相談先の人の知識がないために二次被害にある人

も少なくありません。

基本施策２　人権教育の推進

　DVは、基本的人権の侵害です。「相手を支配したい」という思いがDV加害者の根幹にあります。これは、いじめ

問題にも通じることなので、学校での教育が重要です。教員の方には、かならず研修を受けていただきたいです。

基本計画案には、「理解促進」とありますが、具体的に、小中高の授業の一環として時間をとることも必要だと思

います。

　また、現在、旭川市からの要請というかたちで、旭川工業高校への出前講座を行なっていますが、市内全ての中

学・高校への出前講座が必要だと思います。講座終了後のアンケートや先生のお話では、講座を受けて、生徒の意

識が変わったという声をいただいています。また、近年は、LGBTQの生徒さんも実際におり、こうした生徒の人権

をいかに対応していくべきか、学校でも様々な努力をしているとのことです。DVすなわち人権教育なので、出前講

座の中ではLGBTQや児童虐待についても、お話させていただいております。ぜひ、全市の中学・高校への出前講座

の実現を望みます。

　

基本施策３　若年層に対する予防啓発の推進

　これについても、リーフレットだけではなく、出前講座などが有効だと思います。ウィメンズネット旭川では、

北海道シェルターネットの一員として若い人のためのDV・性暴力SNS相談Hokkaidoを行なっておりますが、ここに

寄せられる若年女性の声は切実です。家庭内での性暴力被害や会社でのセクハラなど多様な相談が寄せられます

が、中でも小・中学生の家庭内での性的虐待は深刻です。彼女たちは「だれにも相談できない」と匿名でのチャッ

トによる相談をしてきますが、多くが性的被害による意欲の低下や不登校という問題も抱えています。こうした生

徒が、学校で相談できる場があれば、より具体的に彼女たちを救済索を考えられると思います。また、教員は、不

登校の背景にこうした問題が潜んでいないかと考えることも必要です。そのためにも、教員の知識や意識は大切で

す。

基本目標５　関係機関・団体との連携の推進

基本施策１　関係機関や団体との連携

主な取組　◯民間シェルターと連携した被害者からの相談対応、保護、自立に向けた支援

　　　　　◯民間シェルターの安定的運営に向けた財政的支援

　シェルターを運営するウィメンズネット旭川では、上記の二つが非常に大きな問題です。北海道の基本計画で

も、「民間との連携」を大きくうたっていますが、ぜひ、民間で培ってきたノウハウを活用していただきたいと思

います。

　近年は、特に若い世代においては、DVの被害にあっても現状の制約の多いシェルターには入りたくない。しか

し、様々な支援が必要という案件が多くなっています。シェルターに入所しない相談者に対しても、相談があれば

様々な機関への同行支援をしたり、入居できるアパートを探したりしますが、これらの活動については、今のとこ

ろ支援費がつきません。シェルターに入所しない被害者への支援についても、ぜひ支援費というかたちで予算をつ

けていただきたいと思います。

　北海道の基本計画でも北海道シェルターネットとして様々な意見を提出させていただきました。北海道はいちは

やくシェルターを立ち上げ、道内各地のシェルターの連携も強く「シェルター先進地」とも言われております。ぜ

ひ、旭川市も、実効性のある基本計画で、女性の人権を守る取組に力を入れていただきたく、意見を述べさせてい

ただきました。
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　頂いた御意見は参考にしながら，被害者支援の拡充につきま

しては，国の動向を注視しつつ，出前講座などの啓発等を引き

続き実施し，理解促進に努めてまいります。
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